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令和４年度 第１回 川口市農政審議会 議事概要 

 
 

１ 開催日時  令和４年５月１９日（木）午前１０時００分～１１時１５分 

 
２ 開催場所  川口市役所第一本庁舎６階 ６０１大会議室 

 
３ 出 席 者  委 員：１２人（敬称略） 

飯村 靖史（会長） 
會田 正行（副会長） 
舩津 由徳 
加藤  江 
小林 祐一 
松井 幸助 
坂口 清貴 
椎橋 美孝 
山岡 孝 
中山 栄次 
長嶋 聡 
本間 利明 

 
        関係者：２人 
         公益財団法人川口緑化センター 

専務理事兼事務局長  小林 一 
事務局次長兼事業課長 小川 順一郎 

          
        事務局：９人 

経済部長        野崎 豊 
グリーンセンター所長  内田 隆 
グリーンセンター副所長 天池 忠澄 
農政課長        安達 一広 
農政課農政係長     宮澤 大輔 
農政課農業振興係長   山縣 由直 
他職員３人 

 
４ 傍 聴 者  ０人 
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５ 議  事  議題１ 令和４年度農業施策の概要について 
 

議題２ 川口農業ブランド制度第９期ブランド品となり得る農産

物及び生産者の情報提供について 

 
議題３ 川口農業ブランド制度第１０期ブランド品となり得る農

産物の生産者へのヒアリングの実施について 

 

６ 議 事 録  （１）開会 

（２）委嘱書交付 

（３）市長挨拶 

（４）委員自己紹介 

（５）関係者及び事務局職員紹介 

（６）部長挨拶 

（７）会長及び副会長の互選 

委員の互選により、会長に飯村靖史委員、副会長に會田 

正行委員が選出される。 

（８）会長及び副会長挨拶 

（９）議事録署名委員の選出 

会長の指名により、加藤 江委員が選出される。 

 

（１０）議 事  

議題１ 令和４年度農業施策の概要について 
 事務局から、令和４年度農業のあらましに基づき説明。 

 質疑なし。 

議長は、議題１について諮ったところ、全員異議なく承認した。 

議題２ 川口農業ブランド制度第９期ブランド品となり得る農産物及び生産者の

情報提供について 

 事務局から、会議資料に基づき説明。 

会長  生産者でもあり当委員でもある中山委員からも、梨の特徴などの説明

をお願いしたい。 

委員 川口市造園業協会がオープンガーデンを始めた際に、お客さんに梨を

食べていただければ良いと思ったことが、この梨を始めたきっかけであ

る。梨の収穫時期が、８月のお盆ごろでオープンガーデンの時期と合わ

なくなったため、ブランド制度を活用できればと思い申請した。甘く水

分が多いことが特徴である。 

会長 埼玉県で彩玉は何人ぐらい生産しているのか。 
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委員 彩玉については、県内で主に県北の上里・神川から始まり、加須、騎

西、春日部、蓮田が作っているので、県内の産地としては 8 産地ぐらい

である。生産者の数も 100 人以上いると思われる。 

会長 彩玉の生産が始まってから何年ぐらい経っているのか。 

委員 彩玉が始まったのが平成の一桁台のため、約２０年埼玉県で栽培して

いる。 

委員  久喜、白岡、蓮田辺りでは彩玉を結構作っており、埼玉で作ったブラ

ンドなので、非常に良いことだと思う。約５０年前は川口市の久左衛門

地区などが梨の生産地で、もともと一生懸命梨を作っていたエリアなの

で、中山さんが彩玉を生産してくれることはとても良いことだと思う。

梨を作るうえでは、ビャクシン類と近接して植えると病害虫の宿になる

可能性もあるので注意が必要である。 

 その他、質疑なし。 

議長は、議題２について諮ったところ、全員異議なく承認した。 

会長 令和３年度第３回の農政審議会会議で話にあがった川口農業ブランド

の認定表示の変更について、ブランド推進協議会会長から説明をお願い

します。 

ブランド推進 
協議会会長 

農業ブランド認定や優良認定を受けた農産物について、生産者が農産

物のサイズなどを基準にして、認定を受けた区分以外の表示を希望する

場合に、認定表示の変更や、またいずれの認定表示をしないこともでき

るという仕組みを検討している。これは、ブランド認定、優良認定、推

奨認定の相互間で優劣があることを示すものではない。あらかじめ定め

る変更の基準は、申請農産物の品質や出来不出来など、これに類するこ

とを基準として定めることはできない。以上を明日開かれる川口農業ブ

ランド推進協議会の総会で決定していきたい。 
 なお、作付面積の条件については、十分検討時間をいただきたい。 

会長 次回の農政審議会会議の際に、委員の皆さんへ開示できるようお願い

したい。 

議題３ 川口農業ブランド制度第１０期ブランド品となり得る農産物の生産者へ

のヒアリングの実施について 

 事務局から、会議資料に基づき説明。 

 質疑なし。 

議長は、議題３について諮ったところ、全員異議なく承認した。 

（１１）その他  

１ 川口農業ブランド制度に係る今後の予定について 

 事務局から、別紙１に基づき説明。 

 質疑なし。 

２ （仮称）第２次川口市農業基本計画の策定について 
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 前記のとおり、相違のないことを証するため署名する。 

   令和  年  月  日 

        議事録署名人 
        （会  長） 

        議事録署名人 

 

 事務局から、別紙２に基づき説明。 

 質疑なし。 

閉会 


